
参　　考　　資　　料
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【高卒】求人票の見方のポイント

受付年月日 令和6年6月23日

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は、主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　
※既存顧客へのルート営業が中心です。
※目標はありますが、ノルマはありません。　
※入社後は、集合研修・現場ＯＪＴにより、必要な知識・スキルを学べます。
変更の範囲：総務、人事労務
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⑪「手当」
手当には、営業手当、職務手当などさまざまな種類があります。
記載されている手当の支給条件などを学校の進路指導担当の先生又
はハローワークに確認しましょう。

⑩「賃金等（現行・確定）、月額」
「現行」の場合は、採用予定者の賃金がまだ決定していないため、
当該年の新規高等学校卒業者採用者の賃金が参考として記載されま
す。
また、「確定」の場合は、採用予定者の賃金が既に決まっています。
※月額については、表示されている額から所得税・社会保険料など
が控除されますので、注意してください。
→例えば、記載額の211,000円の場合、所得税・社会保険料など、
控除後の額は約175,000円前後となります。（令和６年４月1日時
点）
※一定時間分の時間外労働に対する割り増し賃金を定額で支払うこ
ととしている場合は、「固定残業代」ありとなっており、詳細は
「固定残業代に関する特記事項欄」に記載がありますので、確認し
てください。
日給、時間給の場合は月額の概算が記載されています。

⑫「通勤手当」
通勤手当が実費ではなく、会社規定の計算方法により支給される
場合があります。

⑭「就業時間」
一定期間の労働時間が変則的な「変形」や、「交替制」の場合な
ど、どのような働き方なのか分からない場合は、学校の進路指導担
当の先生又はハローワークに聞いてみましょう。
また、複数の時間帯が記載されているときは、どの時間の勤務も
あり得る場合や、その時間の中から選択して勤務する場合などがあ
るので、面接などで確認するといいでしょう。

⑮「時間外」
早出出勤や残業のことです。時期により残業時間に差がある場合
があります。気になるときは面接などで確認してください。なお、
３６協定における特別条項（時間外・休日労働に関する協定）があ
る場合は「あり」となっています。

⑬「賞与」 「昇給」
「賞与」は制度の有無、及び前年度実績が記載されています。
「昇給」は制度及び前年度1年間の実績又は割合が記載されていま
す。会社・個人の業績により変動することがあります。
※前年の新規高卒者の採用実績がない場合、（前年度実績）欄が表
示されません。

⑰「週休二日制」
「週休二日制」欄には、完全週休二日制を実施している場合は
「毎週」、前記以外の形態で週休二日制を実施している場合は「そ
の他」、週休二日制ではない場合「なし」と記載されています。

⑯「休日等」
記載されている休日の制度に不明な点がある場合は、学校の進路
指導担当の先生又はハローワークに聞いてみましょう。
また、休日出勤が必要な場合もあることに注意してください。
「有給休暇」
入社時の有給休暇日数や6ヶ月経過後の有給休暇日数欄には取得可
能日数が記載してあります。
また、取得実績ではないので注意してください。

⑨「賃金形態等」
さまざまな賃金形態があります。
①月給･･･月単位で算定される賃金
②日給･･･日単位で算定される賃金（日払支給とは限りません。月
払、週払、日払などがあります）
③時給･･･時間単位で算定される賃金（月払、週払、日払などがあ
ります）
④年俸･･･年額が決められ、各月に分けて支給されます。支払い方
法は会社ごとの規程を必ず確認してください。

⑧ 「通学」
会社が資格取得などのための通学制度を認めているか否かについ
て記載されています。
なお、何らかの配慮がある場合は青少年雇用情報の「２（２）自
己啓発支援の有無及びその内容」に記載されています。

①「雇用形態」
この欄の表示には以下の種類があります。
①「正社員」
直接雇用で、雇用期間の定めがなく、フルタイムのもの。

②「正社員以外」
臨時社員、契約社員、嘱託社員など、正社員以外のもの。

③「有期雇用派遣」
④「無期雇用派遣」
また、正社員採用されるために資格取得などの条件がある場合があ
ります。
「補足事項や求人条件に係る特記事項」欄なども確認してください。

②「職種」「仕事の内容」
採用後初めて従事する仕事の内容、また将来見込まれる仕事の内
容が記載されています。なお、入社後に職種間の異動がある場合が
あります。

④「就業場所・マイカー通勤・転勤の可能性」
採用された場合に実際に働く場所が記載されています。事業所所
在地と就業場所が異なる場合があるのでよく確認しましょう。
就職場所が特定できない場合などは、「補足事項」欄に記載されて
います。
「転勤の可能性なし」となっていても、研修を遠方で実施する場
合や、事業拡大などで将来転勤を打診される場合もあります。
転勤できない場合は、面接などでそのことを伝えておくのがよいで
しょう。
なお、マイカー通勤の場合、駐車場が有料の場合もあるため、
「求人条件にかかる特記事項」をよく確認してください。

⑥「加入保険等」
各種保険制度の加入状況が記載されています。
• 雇用･･･雇用保険。失業した場合などに支給されます。
• 労災･･･労災保険。業務上の病気・ケガなどの場合に支給されます。
• 健康･･･健康保険。業務外の病気・ケガなどの場合に支給されます。
• 厚生･･･厚生年金保険。老齢になった場合、障害が残った状態と
なった場合、死亡した場合などに支給されます。

• 財形･･･勤労者財産形成促進制度。働く人の財産形成促進のための
貯蓄制度です。

• 退職金共済･･･退職金を確実に支払うために企業が預金を社外に積
み立てる制度です。

③「試用期間」
試用期間がある場合、その期間について、補足事項欄に記載があ
ります。また、期間中の労働条件が異なる場合も「補足事項」欄に
記載されています。

⑤「受動喫煙対策」
就業場所における受動喫煙の防止に向けた取組の内容について記
載があります。

⑦「入居可能住宅」
会社が従業員のために用意している単身用・世帯用それぞれの住
宅があり、入居可能な場合に、「単身用あり」又「世帯用あり」が、
入居可能な住宅がない場合は「なし」が記載されております。
なお、利用条件や宿舎費用などがある場合は、「求人条件にかか
る特記事項」に記載されています。

①ʻ「就業形態」
この欄には以下のいずれかが表示されます。
・派遣・請負ではない
・派遣
・紹介予定派遣
・請負
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受付年月日 令和6年6月23日

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

可
（令和6年10月1日以降）

・試用期間３ヶ月
・応募前職場見学については、７月２０日以降実施予定です。
・応募前職場見学への参加の有無によって採否を決定するものでは
ありません。
・転勤範囲：大阪営業所、名古屋営業所

例）履歴書：手書き・パソコン作成どちらでも可

・特別に支払われる手当について
　資格手当：当社の定める資格を保有している場合
　皆勤手当：欠勤がなかった場合
・選考旅費は上限１００００円まで

282　 電子部品製造 048-04 東京都千代田区
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MSLOTA
テキストボックス
日給　〇〇〇〇円
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【大卒】求人票の見方のポイント

②
③

④

⑤ ⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑯

⑬

⑥

④

⑩
⑩

⑭

⑰
⑱

⑮

⑨’

⑤

①

令和5年9月21日受付年月日 令和6年9月21日

自社で製造している電子部品（主に自動車用部品）の法人向け営業
・受注計画に基づき新製品開発に合わせた製品の提案・見積り
・受注から納品までのフォロー・代金回収等

※顧客は、主に国内の自動車メーカー（関東・東海地域）です。　
※既存顧客へのルート営業が中心です。
※入社後は、集合研修・現場ＯＪＴにより、必要な知識・スキルを学べます。
※目標はありますが、ノルマはありません。　
※変更の範囲：総務、人事労務
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⑪「通勤手当」
通勤手当が実費ではなく、会社規定の計算方法により支給される場
合があります。

⑬「就業時間」
一定期間の労働時間が変則的な「変形」や、「交替制」の場合など、
どのような働き方なのか分からない場合は、ハローワークに聞いてみ
ましょう。また、複数の時間帯が記載されているときは、どの時間の
勤務もあり得る場合や、その時間の中から選択して勤務する場合など
があるので、面接などで確認するといいでしょう。

⑭「時間外」
早出出勤や残業のことです。時期により残業時間に差がある場合があ
ります。気になるときは面接などで確認してください。
なお、３６協定（労働基準法第３６条に基づく時間外及び休日労働に
関する労使協定）がある場合は「あり」となっていますのでよく確認
しましょう。

⑩「賞与」「昇給」
「賞与」は制度及び前年度実績が記載されています。
「昇給」は制度及び前年度一年間の実績又は割合が記載されていま
す（採用された年度の翌年度の４月１日までの昇給を含む。）。
会社・個人の業績により変動することがあります。

⑱「週休二日制」
「週休二日制」欄には、完全週休二日制を実施している場合は「毎
週」、前記以外の形態で週休二日制を実施している場合は「その
他」、週休二日制でない場合「なし」と記載されています。

⑯「休日等」
記載されている休日の制度に不明な点がある場合は、ハローワーク
に聞いてみましょう。
また、休日出勤が必要な場合もあることに注意してください。

⑫「加入保険等」
各種保険制度の加入状況が記載されています。
• 雇用･･･雇用保険。失業した場合などに支給されます。
• 労災･･･労災保険。業務上の病気・ケガなどの場合に支給されます。
• 健康･･･健康保険。業務外の病気・ケガなどの場合に支給されます。
• 厚生･･･厚生年金保険。老齢になった場合、障害が残った状態となっ
た場合、死亡した場合などに支給されます。

• 財形･･･勤労者財産形成促進制度。働く人の財産形成促進のための貯
蓄制度です。

• 退職金共済･･･退職金を確実に支払うために企業が預金を社外に積み
立てる制度です。

⑮「入居可能住宅」
求人事業所が従業員のために用意している単身用・世帯用それぞれ
の住宅があり、入居可能な場合に、「単身用あり」又「世帯用あ
り」が、入居可能な住宅がない場合は「なし」が記載されておりま
す。なお、利用条件等がある場合は、「求人条件にかかる特記事
項」に記載されています。

⑰「有給休暇」
入社時の有給休暇日数や ヶ月経過後の有給休暇日数欄には取得可
能日数が記載してあります。取得実績ではないので注意してくださ
い。

②「雇用形態」
この欄の表示には以下の種類があります。
①「正社員」直接雇用で、雇用期間の定めがなく、フルタイムのもの。
②「正社員以外」臨時社員、契約社員、嘱託社員等正社員以外のもの。
③「有期雇用派遣」
④「無期雇用派遣」
また、正社員採用されるために資格取得などの条件がある場合があり
ます。「補足事項」欄や「求人条件に係る特記事項」欄なども確認し
てください。

⑨「手当」
手当には、営業手当、職務手当などさまざまな種類があります。記
載されている手当の支給条件などをハローワークに確認しましょう。

⑧「賃金形態等」
さまざまな賃金形態があります。
①月給･･･月単位で算定される賃金
②日給･･･日単位で算定される賃金（日払支給とは限りません。月払、
週払、日払などがあります）
③時給･･･時間単位で算定される賃金（月払、週払、日払などがあり
ます）
④年俸･･･年額が決められ、各月に分けて支給されます。支払い方法
は会社ごとの規程を必ず確認してください。）

④「職種」「仕事の内容」
採用後初めて従事する仕事の内容、また将来見込まれる仕事内容の
変更範囲が記載されています。入社後に職種間の異動がある場合が
あります。

⑦「受動喫煙対策」
就業場所における受動喫煙の防止に向けた取組の内容について記載
があります。

③「就業形態」
この欄には以下のいずれかが表示されます。
・派遣・請負ではない
・派遣
・紹介予定派遣
・請負

⑤「就業場所・転勤の可能性」
採用された場合に実際に働く場所が書いてあります。事業所所在地と
就業場所が異なる場合があるのでよく確認しましょう。
なお、「転勤の可能性あり」の場合、転勤の範囲は「補足事項」欄に
記載があります。
また、「転勤の可能性なし」となっていても、研修を遠方で実施する
場合や、事業拡大などで将来転勤を打診される場合もあります。
転勤できない場合は、面接などでそのことを伝えておくのが良いで
しょう。

⑥「試用期間」
試用期間がある場合、その期間については、「補足事項」欄に記載
があります。期間中の条件について、変更がある場合も「補足事
項」欄に記載があります。

⑨ʻ計（税込）（ ）
表示されている額から所得税・社会保険料等が控除されますので注
意してください。

①「オンライン自主応募受付可否」
求人者がオンライン自主応募を受け付けているかどうかが記載され
ています。「可」である場合はオンライン自主応募が可能です。
オンライン自主応募の詳細については、 頁に記載のご案内をご覧く
ださい。
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㉒

㉓

受付年月日 令和6年9月21日
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⑳「補足事項」「求人条件に係る特記事項」
求人条件に関する特記事項、企業の特長や労働条件、福利厚生、試用期間の詳細に関する補足説明
が記載されている場合があるので、必ず確認しましょう。

⑲「選考方法」
応募の受付方法について、郵送、電話、 、 メール、求職者マイページからの登録の可否等につ
いて「補足事項」欄に記載があります。
※求職者マイページから登録可の場合、応募書類を求職者マイページにアップロードし、応募するこ
とができます。

㉑「募集・採用に関する情報」
過去３年間の新卒採用者数・離職者数、過去３年間の新卒採用者数の男女別人数、平均勤続年数を確
認することができます。
法令で定める情報提供項目ではありませんが、参考値として、可能であれば平均年齢についても情報
提供するよう、企業に推奨しています。

㉒「職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」
研修制度や自己啓発支援といった職業能力の開発及び向上に関する取組の有無や具体的内容を確認す
ることができます。
制度として就業規則等に規定されているものでなくても、継続的に実施していて、そのことが従業員
に周知されていれば、「有」として情報提供されます。

㉓「職場への定着の促進に関する取組の実施状況」
前事業年度の月平均所定外労働時間の実績、有給休暇の平均取得日数、育児休業取得対象者数・取得
者数（男女別）、また、役員に占める女性の割合及び管理的地位（※）にある者に占める女性の割合
を確認することができます。
※「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上のことを指しています。



労働基準法のあらまし
事業主の皆様へ

～労働者を雇用するときのルール～

　労働者を雇用する場合に守るべき労働条件を定めた法律が労働基準法です。

　労働基準法に定める労働条件は最低基準であって、パートタイム、アルバイト等

も含むすべての労働者に適用されます。

　このパンフレットは労働基準法等を簡潔に解説したものです。

　労働契約の締結の際（労働者を雇い入れるとき）には、労働条件を明示しなければなりません。

　①労働契約期間　　　　　　　　　　　　　　　②就業の場所、業務内容

　③就業時間（始業時刻、終業時刻）、休憩時間、休日、休暇、所定の就業時間を超える労働の有無

　④賃金の決定、計算方法、支払方法、賃金締切日、支払時期に関すること。

　⑤退職、解雇に関すること（解雇事由を含む）。

⑥有期労働契約の場合は、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限

⑦契約期間内に無期転換申込み発生権が発生する有期労働契約の締結の場合においては、無期転換申込みに関

する事項及び無期転換後の労働条件

　　　以上は原則書面で明示しなければなりません。（ただし、労働者が希望する場合は、ＦＡＸ送信等で可。）

　次の項目については、定め、慣行がある場合には内容の明示の必要があります。これらについてもなるべく書

面で明示してください。

　⑧昇給に関すること。　　　　　　　　　　　　⑨賞与、退職手当等の支給条件、計算方法等

　⑩食費、作業服等の労働者負担に関すること。　⑪職場の安全、衛生に関する定め

　⑫職業訓練、研修等の制度　　　　　　　　　　⑬災害補償や業務外の疾病に関する定め

　⑭表彰や制裁に関する定め　　　　　　　　　　⑮休職に関する定め

1 労働条件の明示（労働基準法第１５条）

　労働者を解雇するときは、少なくとも３０日以上前に予告することが必要です。予告が３０日より短い場合は、

その不足日数分を解雇予告手当として、賃金、賞与などと別に支払わなければなりません。

　この解雇予告手当は解雇予告期間３０日から不足している日数分を平均賃金（労働基準法第１２条に定める）

で支払います。

　（平均賃金とは、原則として直前の賃金締切日から遡って３か月分の賃金総額を暦日数で除したものです。）

【解雇予告手当の適用除外例】

　○　試の使用期間である旨明示し雇い入れた者で、雇入れから１４日以内（暦日数）であるもの

　○　事業場内における刑法犯に該当する行為があったもの（極めて軽微なものを除く）、正当な理由もなく無断

　　欠勤し督促しても出勤しない等の場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合

２ 解雇の手続き（労働基準法第２０条）
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　退職（解雇を含む）した労働者から、本人の労働条件等について証明を求められた場合、証明書を発行する必要
があります。
　この時、証明を求められた事項以外は証明書に記入してはいけません。
　労働者が証明書を請求することができる事項は次のとおりです。
　①使用期間
　②業務の種類
　③その事業における地位
　④賃金
　⑤退職事由（解雇の場合はその理由を含む）
　なお、解雇の理由については、解雇の予告をされた日から証明書を請求できます。

３ 退職時の証明（労働基準法第２２条）

　　賃金は毎月１回以上、その全額を支払う必要があり、具体的な基準は、次のとおりです。

　①通貨で支払うこと

　②直接労働者に支払うこと（労働者の同意があれば、金融機関等への振込みが可能）

　③全額支払うこと（源泉徴収、社会保険料等法令に定めあるものは控除することができる）

　④毎月１回以上支払うこと（例外：臨時に支払われる賃金、賞与等）

　⑤一定の期日を定めて支払うこと

４ 賃金の支払（労働基準法第２４条）

　１日の法定労働時間は８時間、１週間の法定労働時間は特例措置対象事業場を除き、４０時間です。特例措置対象

事業場とは、卸・小売業、理・美容業等の商業、映画館等映画・演劇業、医療業、社会福祉施設等の保健衛生業、

旅館、飲食店、パチンコ店等の接客娯楽業のうち、労働者（パート、アルバイト等の短時間労働者を含む）規模

１０人未満の事業場のことです。

　特例措置対象事業場は１週間４４時間です。

５ 労働時間（労働基準法第３２条）

　変形期間の長さによって、１箇月単位の変形労働時間制（１箇月以内）、１年単位の変形労働時間制（１箇月

を超え１年以内）に分かれます。変形労働時間制を採用する場合は就業規則（１０人未満の事業場では就業規

則に準ずるもの）で定め、１年単位ではさらに労使協定を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。

変形労働時間制

　労働基準法の規定を守るため、使用者には以下により労働者の労働時間を適切に管理する責務があります。

①使用者は、各労働者の労働日毎に始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

②始業・終業時刻の原則的記録方法：使用者自ら現認し、確認、記録すること。又は、タイムカード、ＩＣカー

ド等の客観的記録を基礎として確認、記録すること。やむをえず「自己申告制」による場合は、対象労働者に対

し、適正な申告を行うことを十分に説明し、適正な申告を阻害しないように配慮し、実際に労働時間と合致して

いるかの検証等、労働時間管理上の問題点の把握とその解消策を講ずることが必要です。また、使用者は労働者

ごとに賃金台帳の適正な調整をしなければなりません。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
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　労働時間が６時間を超える場合には少なくとも４５分、８時間を超える場合には少なくとも１時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければなりません。
　休日は原則１週に１日以上、又は４週に４日以上与えなければなりません。

６ 休憩、休日（労働基準法第３４条、第３５条）

　法定労働時間を超え、又は法定休日に労働させる場合には、あらかじめ事業場の過半数労働組合の代表者か、

過半数労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と「時間外・休日労働に関する協定」を締結し、こ

れを所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。

　また、時間外労働と休日労働の合計について、月１００時間未満、２～６か月平均８０時間以内にすることを協

定する必要があります。

７ 時間外・休日労働（労働基準法第３６条）

　法定労働時間を超えて、労働者に時間外労働をさせたときは２５％以上、２２時以降５時までの間に深夜労働

をさせたときも２５％以上、法定休日に休日労働をさせたときは３５％以上、１か月６０時間を超えた場合はそ

の超えた時間について５０％以上の割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金の計算には基本給のほか各

種手当も算入する必要があります。算入しなくてよい手当は家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、子女教

育手当及び臨時の賃金、賞与などの１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金のみです。

　月給者や出来高給の労働者に対しても、時間外、深夜、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。

８ 割増賃金（労働基準法第３７条）

　年次有給休暇は、６箇月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、勤続年数に応じた表

１に示す日数以上の年次有給休暇を付与しなければなりません。（パート・アルバイト等であっても、週３０時

間以上又は週５日以上労働させる者は、通常の労働者と同じ付与日数にしなければなりません。）（出勤には、

労働災害の休業期間、産前産後休業期間、育児・介護休業期間、年次有給休暇取得日数を、また１日の所定労働

時間の一部を労働した日数も含みます。）

　全ての企業において、年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち

年５日については、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。

９ 年次有給休暇（労働基準法第３９条）

１週間の所定労働時間が３０時間未満で、かつ１週間の所定労働時間が４日以下の労働者には表２が適用されます。

表１

勤続年数 年以上

付与日数

表２
勤続年数 年以上

１週間の所定労働日数が４日（１年間では ～ 日） ７ ８ ９

１週間の所定労働日数が３日（１年間では ～ 日） ５ ６ ６ ８ ９

１週間の所定労働日数が２日（１年間では ～ 日） ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７

１週間の所定労働日数が１日（１年間では ～ 日） １ ２ ２ ２ ３ ３ ３

付

与

日

数
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　常態として１０人以上の労働者（パートタイム、アルバイト等含む）を使用する事業場では、就業規則を作成
し、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様です。就業規則は、労働
者に配布したり、見やすい箇所に掲示する等により労働者に周知しなければなりません。就業規則の届出の際に
は、必ず、事業場の過半数労働組合の代表か、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の「意
見書」を添付しなければなりません。

就業規則の作成届出（労働基準法第８９条ほか）

　就業規則において、減給の制裁を定める場合には、次のとおり減給できる限度額が定められています。（この

場合の就業規則は就業規則一般をいい、労働者が１０人以上の事業場の使用者が作成する就業規則に限らない。）

　①１回の事案に対する減給額が平均賃金の１日分の半額以下

　②一賃金支払期に複数の事案があっても、減給の総額が一賃金支払期における賃金総額の１０分の１以下

減給制裁の制限（労働基準法第９１条）

　有期労働契約（期間の定めがある契約）期間は３年以内が原則です。また、専門的知識等を有する者や満６０
歳以上の者との有期労働契約（契約更新を含む）の期間は５年以内です。

有期労働契約（労働基準法第１４条）

　原則として最低賃金額未満で労働者を雇用することはできません。（最低賃金は原則として、毎年改定されます。）

最低賃金制度（労働基準法第２８条、最低賃金法）

　有期労働契約を締結する場合は、次によりトラブルの防止に努めてください。
　①使用者は有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約更新の有無、契約を更新する場合又はしない場合の判断
　　基準をそれぞれ明示しなければなりません。
　②使用者は,３回以上更新された契約や１年を超えて継続勤務している労働者について、雇止めをする場合には、
　　少なくとも３０日前までに予告しなければなりません。
　③使用者は労働者が雇止めの理由の明示の請求をした場合には、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
　④使用者は契約の更新により１年を超えて継続雇用している有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約の
　　実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
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お問い合せは　　佐賀労働局　又は最寄りの労働基準監督署へ

佐賀労働局労働基準部監督課　　ＴＥＬ０９５２ー３２ー７１６９

佐賀労働基準監署署　　　　　　ＴＥＬ０９５２ー３２ー７１３３

唐津労働基準監署署　　　　　　ＴＥＬ０９５５ー７３ー２１７９

武雄労働基準監署署　　　　　　ＴＥＬ０９５４ー２２ー２１６５

伊万里労働基準監署署　　　　　ＴＥＬ０９５５ー２３ー４１５５

　事業者は雇用形態を問わず常時使用する労働者に対して①雇入時②１年以内ごとに１回定期に、③特定業務
従事者（労働安全衛生規則第１３条イ～カの業務）の当該業務への配置替え及び６月以内ごとに１回、定期に下
表の項目について健康診断を行わなければなりません。

健康診断の実施（労働安全衛生法第６６条ほか）

　時間外・休日労働が１か月当たり80時間を超える労

働者から申出があった場合には、医師による面接指導

をしなければなりません。

　また、長時間の労働者に対する面接指導を実施する

ため、タイムカードによる記録、パーソナルコン

ピュータ等の電子計算機の使用時間（ログインからロ

グアウトまでの時間）の記録等の客観的な方法その他

の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用

者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しな

ければなりません。

長時間労働者に対する面接指導
１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

既往歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無 

身長、体重、腹囲、視力、聴力

胸部のエックス線、喀痰（雇入れ時は喀痰は除く）

血圧

貧血（赤血球数、血色素量）

肝機能（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ-ＧＴＰ）

血中脂質（血清総コレステロール、ＨＤＬコレス

テロール、血清トリグリセライド）

血糖

尿中の糖及び蛋白の有無

心電図
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男女均等な募集及び採用に関する法律等
　すべての人に職業選択の自由が保障されており、企業は従業員の採用に当たって一
定のルールに沿った採用選考を行うことが求められています。男女均等な募集及び採
用もそのルールの一つです。
　男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止
し、男女均等な取扱いを求めています。（法第５条）
　また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働
者の身長・体重・体力を要件とすること、労働者の募集・採用の際に転居を伴う転勤
に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されています。（法第７条）。

■法第５条（性別を理由とする差別の禁止）

■法第７条（間接差別の禁止）

されています（法第 7条）。
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④　採用面接に際して、結婚の予定の有無、子が生まれた場合の継続就労の希望の有
無等一定の事項について女性に対してのみ質問すること。



労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを
要件とすること。

例えば…
○　広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわ
たり展開する計画等もない場合において、転居を伴う転勤に応じることができ
ることを募集又は採用の要件とすること。
○　広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり家庭の事情そ
の他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、転居を伴う転勤の

応募者がほとんどです。」
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実態がほとんどない場合において、転居を伴う転勤に応じることができることを
募集又は採用の要件とすること。

（注）業務遂行に必要であるなどの合理的理由がある場合には、違法とはなりません。

業務の正常な遂行上、一方の性でなければならない職務等

ポジティブ・アクションのための特例措置

　ただし、法違反とならないかどうかは個別具体的に判断を行う必要があるので、佐
賀労働局雇用環境・均等室にご相談ください。

　職場に事実上生じている男女間格差を是正して、男女の均等な機会・待遇を実質的

　事実上生じている男女間の格差とは、男性労働者と比較して、一の雇用管理区分や
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⑵　労働基準法第61条第１項、第64条の２若しくは第64条の３第２項の規定により
女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法第３条の規定によ
り男性を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、
労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが
困難であると認められる場合

に確保するために、事業主が、女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う措
置（ポジティブ・アクション）は、法違反とはなりません。



男女雇用機会均等法、男女均等な採用選考ルールの詳しい内容について
お問合わせは、佐賀労働局雇用環境・均等室へ

☎0952－32－7218

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
〇　女性の活躍推進を一層進めるため、女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労
働者数が１０１人以上の事業主には、①自社の女性の活躍に関する状況を把握・
分析し、その結果を勘案して一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労
働局に届出ること。②行動計画の社内周知、社外公表に加えて、自社の女性の活
躍状況についても公表することが義務付けられています。
　行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が
優良である等の一定の要件を満たした場合には、優良企業の認定（えるぼし・プ
ラチナえるぼし認定）を受けることができ、認定を受けた事業主は、公共調達で
加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。

【主な改正点】
＊　令和４年７月８日に女性活躍推進法に関する制度改正が行われ、常時雇用する
労働者数が３０１人以上の事業主は、従来の情報公表項目（２項目以上）に「男
女の賃金の差異」を追加し公表することが義務付けられました。
　公表については、改正省令の施行日（令和４年７月８日）以後に最初に終了す
る事業年度の実績を、その次の新たな事業年度が開始してからおおむね３か月以
内に公表していただくことになります。

■パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました
　職場におけるパワーハラスメントが生じないよう、相談窓口を設けるなどの防
止措置を講じることが事業主の義務となりました。併せて、就職活動中の学生等
に対するセクシュアルハラスメント等、自ら雇用する労働者以外の者に対するハ
ラスメント等についても同様の取組を行うことが望ましいものとされています。
　　

　女性のみを対象とする、または女性を有利に取り扱う措置を講じるには、これま
での慣行や固定的な男女の役割分担意識が原因で生じている格差を改善することを
目的としていることが必要です。
　なお、現に女性労働者の割合が４割を下回っている場合でも、単に女性を優先し
たい、有利に取り扱いたいという意図で女性を配置することは、事業主が雇用の分
野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するこ
とを目的としていないため、法違反となります。
【具体例】
　女性労働者が男性労働者と比較して 4割を下回っている雇用管理区分における募
集及び採用にあたって、
・募集又は採用に係わる情報の提供について、女性に有利な取扱いをすること
・採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することなど
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佐賀県内の高等学校所在地・学科別卒業者数一覧
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H29年度よりセラミック・
デザイン学科から分科

H29年度よりセラミック・
デザイン学科から分科

※令和３年３月卒業者ま
で「伊万里商業高等学校」

※令和３年３月卒業者ま
で「伊万里農林高等学校」
※令和３年３月卒業者ま
で「森林工学」「生物生産」
 「食品化学」
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841-0014
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840-8502

840-8502

840-8502

840-8502

849-8501

842-8585

842-8585

842-8585

840-0806

845-0001

841-0072

841-0072

840-0806

840-0806

840-8550

840-8550
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html
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事業主の皆さまへ

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワーク
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲：
変更なし」と明示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場
合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、
転勤の可能性を「１．あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

介護員

グループホーム（２ユニット：１８人定員）にて、ご利用者様に対する生活全般の介護サービスを提供いた
だきます。
〈主な業務〉
・移動、食事、入浴（２人体制）、排泄など日常生活の介助
・介護記録作成 ・誕生日会などレクリエーション開催
・買い物代行や、食材の買い出し ・機能訓練 など
※社用車（普通車１ＢＯＸ：ＡＴ車）の運転をお願いすることがあります
変更範囲：会計・経理事務、障害者福祉施設指導員

○○○ ○○○○

１０

２２ １２ １４

✓

A事業所、B事業所

○○県△△市□□町３番地

○○線 □□

✓

✓

求人票に 明示する労働条件が
新たに 3 点 追 加 されるのでご留意くださ い
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③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準

Ａ 今回の明示事項について、指定された欄に書き切れない場合 は、求人申込書
の「求人に関する特記事項」欄に記載してください。

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性
がある場合は「契約更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確
実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

会社が定める能力評価により判断（通算契約期間上限４年／
更新回数上限３回）

１ ０

・都道府県労働局・ハローワーク
LL060115首01

■原則更新の場合は以下のように明示してください。
有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「求人に関する特記事項」欄に「更新上限：有（通算契約期間○年／更新回数○回）」

※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載

・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

※通算契約期間ま たは更新回 数の上 限を 含 みます 。

このリーフレットの内容や具体的な求人票の記載方法については、お近くのハロー
ワークまでお問い合わせください。

Ｑ 就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか？

Ａ 就業場所・業務に限定がない場合は、「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲
を一覧表として別途求職者に手交することも考えられますが、求職者とのトラブル防止のた
め、できる限り就業場所・業務の範囲を明確にするのが望ましいです。

Ｑ 今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか？
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